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高度の知識若しくは経
験を必要とする業務を
行う課長の職務又は職
務の複雑、困難及び責
任の度がこれと同程度
のものとして理事会が
規則で定める職の職務

会計管理者及び総務課長
の職務若しくは相当高度の
知識若しくは経験を必要と
する業務を処理する課長
の職務又は職務の複雑、
困難及び責任の度がこれ
と同程度のものとして理事
会が規則で定める職の職
務

次長の職務又は高度
の知識若しくは経験を
必要とする業務を行う
課長及び署長の職務
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会計管理者及び総務
課長の職務若しくは
相当高度の知識若し
くは経験を必要とする
業務を処理する課長
の職務又は職務の複
雑、困難及び責任の
度がこれと同程度のも
のとして理事会が規
則で定める職の職務

高度の知識若しくは経
験を必要とする業務を
行う課長の職務又は職
務の複雑、困難及び責
任の度がこれと同程度
のものとして理事会が
規則で定める職の職務
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